
○過日，令和６年度の学校運営につきまして各家庭に通知を出させていただきました。 

その中の項目にあった【令和６年度の学級編制】について詳細をお伝えいたします。 

 

＜令和６年度クラス編制＞ 

○普通学級のクラス編制については 25人学級（１～４年生までが対象）という山梨県の施策を受け 

て編制する予定です。 

 現時点で山梨県教育委員会に申請をしている内容は次の通りです。 

    ・新 1年・新 5年・新６年は 【４クラス編制】 

    ・新２年・新３年・新４年は  【５クラス編制】 

    ・特別支援学級        【４クラス編制】  

   

 ☆３年から４年に進級する際に，クラス替えを行うことは稀な状況ですが２５人学級の基準をもとに

５クラス編制を申請しています。しかしながら，新１年が５クラスとなった場合には，教室数の関

係で新４年はクラス替えを行わず４クラス編制のままとなります。 

 ☆これらは現段階で県に対して申請をしている内容であり，児童数，教員配置数によっては変更が生

じる場合もあることをあらかじめ御承知おきください。 

  

＜補足説明＞ 

 学級編制については学年毎，普通学級の児童数によって基準が定められています。 

令和６年度山梨県では小学校４年生まで２５人学級の編制が施行されます 

 

     ＜現在想定している児童数＞  ＜児童数による学級数の基準＞    

 新１年生    ９９人      ★１年生から４年生 

 新２年生   １０９人        ・１００人以下      【４クラス】 

 新３年生   １０４人        ・１０１人～１２５人   【５クラス】 

 新４年生   １０２人 

  

新５年生   １１９人      ★５年生 １０６人～１４０人 【４クラス】 

  

新６年生   １０６人      ★６年生 １０６人～１４０人 【４クラス】 

※８１人～１０５人 【３クラス】 


